
 

   令和 ６年 ３月 ４日議決・専決      令和 ６年 ４月 １日施行 

 

 

   令和 ６年 ３月 ５日公布         令和  年  月  日適用 

 

 

   佐用町告示第   号 

 

   令和６年佐用町条例第１０号 

  

 

 

 

 

佐用町南光自然観察村条例の一部を改正する条例 

 

 

 

佐用町南光自然観察村条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

令和 ６年 ３月 ５日 

 

 

 

                   佐用町長  庵 逧 典 章 

 

 

 

 



佐用町条例第１０号 

 

佐用町南光自然観察村条例の一部を改正する条例 

 

佐用町南光自然観察村条例（平成17年佐用町条例第125号）の一部を次のように

改正する。 

 

別表間伐材活用体験棟の項を次のように改める。 

間伐材活用体験棟 １回 5,000円 

別表備考中５を６とし、４を５とし、３を４とし、２の次に次の１項を加える。 

３ 間伐材活用体験棟の「１回」とは、午前９時から午後４時までの間の使用を

いう。 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


